
個人情報ファイル簿（単票） 
 

 

個人情報ファイルの名称 電話投票データ 

独立行政法人等の名称 戸田ボートレース企業団 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 事業部 開催課 

個人情報ファイルの利用目的 

①電話投票の利用に関する業務のため 

②舟券の発売促進、ボートレース場への来場促進のため 

③発売動向、利用状況等の把握のため 

記録項目 

①氏名、②住所(都道府県のみ)、③電話番号、④生年月日、

⑤性別、⑥加入者番号、⑦電話投票口座情報、 

⑧電話投票利用状況 

記録範囲 現電話投票会員 

記録情報の収集方法 電話投票加入者情報出力依頼用紙 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 含まれない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称) 総務部 総務課 

(所在地) 戸田市戸田公園 8 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法
律又はこれに基づく命令の規定に
よる特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

 (電算処理ファイル) 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

(マニュアル処理ファイル) 

令第 20 条第 7 項に該当するファイル   □有 ■無 
行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイルであ
る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 ― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

― 

備   考 ― 

 
  



個人情報ファイル簿（単票） 
 

 

個人情報ファイルの名称 キャッシュレスカード入会申込書 

独立行政法人等の名称 戸田ボートレース企業団 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 事業部 開催課 

個人情報ファイルの利用目的 
①キャッシュレス投票サービスの提供及び案内等のため 

②キャッシュレス投票の利用動向等の把握のため 

記録項目 

①氏名、②住所、③電話番号、④生年月日、⑤性別、 

⑥キャッシュレス投票を利用する際に用いる暗証番号、 

⑦メールアドレス 

記録範囲 現キャッシュレス投票会員および解約後 1 年未満の者 

記録情報の収集方法 キャッシュレスカード加入申込書 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 含まれない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称) 総務部 総務課 

(所在地) 戸田市戸田公園 8 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法
律又はこれに基づく命令の規定に
よる特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

 (電算処理ファイル) 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

(マニュアル処理ファイル) 

令第 20 条第 7 項に該当するファイル   □有 ■無 
行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイルであ
る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 ― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

― 

備   考 ― 

 
 
 
 



個人情報ファイル簿（単票） 
 

 

個人情報ファイルの名称 WINWINLIVE 戸田プレゼント応募者 

独立行政法人等の名称 戸田ボートレース企業団 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 事業部 開催課 

個人情報ファイルの利用目的 
①WINWINLIVE 戸田プレゼント応募案内等のため 

②WINWINLIVE 戸田視聴動向等の把握のため 

記録項目 ①氏名、②メールアドレス 

記録範囲 令和 4 年から現在まで 

記録情報の収集方法 GoogleForm 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 含まれない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称) 総務部 総務課 

(所在地) 戸田市戸田公園 8 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法
律又はこれに基づく命令の規定に
よる特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

 (電算処理ファイル) 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

(マニュアル処理ファイル) 

令第 20 条第 7 項に該当するファイル   □有 ■無 
行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイルであ
る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 ― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

― 

備   考 ― 

 
 
 
 
 



個人情報ファイル簿（単票） 
 

 

個人情報ファイルの名称 ご意見・ご感想 

独立行政法人等の名称 戸田ボートレース企業団 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 事業部 開催課 

個人情報ファイルの利用目的 ご意見・ご感想の返答のため 

記録項目 ①氏名、②メールアドレス 

記録範囲 2006 年から現在まで 

記録情報の収集方法 ボートレース戸田お問い合わせフォーム 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 含まれない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称) 総務部 総務課 

(所在地) 戸田市戸田公園 8 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法
律又はこれに基づく命令の規定に
よる特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

 (電算処理ファイル) 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

(マニュアル処理ファイル) 

令第 20 条第 7 項に該当するファイル   □有 ■無 
行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイルであ
る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 ― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

― 

備   考 ― 

 
 
 


